
マイナンバーの提示について
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各種障害者手当に関する申請

障害者総合支援法に基づく日常生活用具の給付に関する申請

児童福祉法に基づく障害児通所サービスに関する申請

　下記のサービスに関しては、マイナンバーの提示が必要です。
  必要書類をご確認のうえ、ご持参いただきますようお願いします。

マイナンバーが必要な申請一覧

②「個人番号カード」

重度障害者・児医療費助成に関する申請

身体障害者手帳に関する申請

精神障害者手帳に関する申請

障害者総合支援法に基づく補装具費に関する申請

①または②に加えて、代理人の代理権が確認できるもの（原本）をご持参ください。

制度によっては同一世帯に属する方のマイナンバーの提示を求められる場合がありま
す。各制度の説明を確認していただきますようお願いいたします。

　　または運転免許証など写真つき公的証明書の写し

①ご本人（児童は保護者）の「マイナンバー通知カード（写しでも可）」と代理の方の
   運転免許証など写真つき公的証明書

②ご本人（児童は保護者）の「個人番号カード（裏表両面の写しでも可）」と代理の方の

   運転免許証など写真つき公的証明書

②「個人番号カード」　裏表両面の写し

療育手帳に関する申請

ご本人が窓口に申請に来られる場合　　①または②のいずれかをご持参ください。

①「マイナンバー通知カード」と顔写真付きの各種手帳（身体・療育・精神）または運転免
   許証など写真つき公的証明書

郵送で申請書を提出される場合　①または②のいずれかを郵送してください。

（家族や支援者など）代理の方が申請に来られる場合

①「マイナンバー通知カードの写し」と顔写真付きの各種手帳（身体・療育・精神）の写し

必要書類

障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの申請

自立支援医療（精神通院、育成医療、更生医療）に関する申請
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